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・２００㎡ 小規模住宅用地 

 評価額の６分の１が課税標準額 

 

・８００㎡ 一般住宅用地 

 評価額の３分の１が課税標準額 

専用住宅 

100㎡ 

住宅用地以外の土地 ＝ ３００㎡（総面積 1,300㎡－住宅用地 1,000㎡） 

土地の総面積１，３００㎡，専用住宅の床面積１００㎡の場合 

住宅用地 ＝ １，０００㎡ 

家屋の床面積の１０倍まで（＝１００㎡×１０倍） 

 


